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第1期工事を終っ　た遠賀′ヾ　イ　パ　ス高架橋台

－－新町　朝地iII火を縦断－－

人のうこき（謹謹言塞）

人　　口　　9，710人　（△7）

男　　　　4，610　　（二＼9）

女　　　　5，100　　（△2）

世瑞∵数　　2．500戸　（△8）

（）内は前月比

舶
嬢

七
　
　
日
　
世
界
保
雄
デ
ー

ー
　
　
ロ
　
短
大
の
目

上
一
円
　
メ
ー
ト
ル
法
公
布
紀
念

［‖

1
八
　
日
∴
発
明
の
〓

ニ
ト
ロ
。
避
雷
記
念
日
、
郵
政
週

間

二
上
八
日
　
身
体
膵
聾
者
福
祉
法
記

念
日

〃
　
　
　
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講

話
記
念
日

二
十
九
日
　
大
奥
誕
生
日
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昭和47年度　遠賀町一般会計予算

誌
三
億
五
千
五
百
万
円

四
十
七
年
度
予
算
き
ま
る

去
る
三
月
三
十
一
日
招
集
さ
れ
た
三

月
定
例
議
会
は
昭
和
四
十
七
年
度
歳
入

載
出
予
算
案
を
は
じ
め
十
八
鶏
粟
が
審

議
さ
れ
、
三
月
一
一
十
九
日
全
日
程
を
終

了
し
ま
し
た
。

お
も
な
議
案
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
昭
和
四
十
七
年
度
遠
賀
町
一
般
会
計

予
算
　
　
　
　
　
　
（
修
正
可
決
）

総
額
　
三
五
五
、
二
五
七
千
円

○
昭
和
四
十
七
年
度
遠
賀
町
国
民
健
康

保
険
蒋
薬
特
別
会
計
予
算（

修
正
可
決
）

総
額
　
六
一
、
五
四
六
千
円

○
昭
和
四
十
七
年
度
遠
賀
町
農
薬
共
済

事
業
特
別
会
計
予
算
（
修
正
可
決
）

総
額
一
六
、
一
九
六
千
円

○
昭
和
四
十
六
年
度
遠
賀
町
一
般
会
計

補
正
予
算
　
　
　
　
（
原
案
可
決
）

補
正
額
　
三
、
九
三
八
千
円
減
額

○
昭
和
四
十
六
年
度
遠
賀
町
国
民
保
険

専
業
特
別
会
計
補
正
予
算（

原
案
可
決
）

補
正
額
　
五
〇
〇
千
円
減
額

○
昭
和
四
十
六
年
度
遠
賀
町
屋
繋
共
済

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（

原
案
可
決
）

補
正
額
　
二
、
七
七
七
千
円
減
額

○
遠
賀
町
悲
会
の
回
数
を
定
め
ろ
条
例

制
定
　
　
　
　
　
　
（
原
案
可
決
）

韻
会
闇
値
時
期
を
規
則
委
任
に
改
正

し
た
た
め
の
全
面
改
正
で
す

○
遠
賀
町
議
会
委
貝
会
条
例
の
一
部
改

正
　
　
　
　
　
　
　
（
原
案
可
決
）

役
場
諺
務
機
構
の
改
正
に
伴
う
改
正

です。

○
遠
賀
町
手
数
料
条
例
の
全
蔀
を
改
正

す
る
条
例
制
定
　
　
（
原
案
可
決
）

手
数
料
の
頭
を
五
十
円
に
改
正
し
た

た
め
、
条
例
全
部
の
改
正
で
す
。

○
遠
賀
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

改
正
　
　
　
　
　
　
（
原
案
可
決
）

○
遠
賀
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

都
改
正
　
　
　
　
　
（
原
案
可
決
）

以
上
二
議
案
は
、
荻
寮
費
支
給
額
の

引
き
上
げ
と
保
険
税
均
等
側
類
の
改

正
に
よ
る
も
の
で
す
。露
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∇
調
　
和
　
と
　
統
一
あ
　
る
　
教
　
育
△

▽
豊
か
な
心
を
持
つ
有
為
な
社
会
人
形
成
△

明
治
五
年
に
学
制

が
発
布
さ
れ
我
が
国

の
学
校
制
度
が
創
設

さ
れ
て
か
ら
、
百
周

年
の
諦
念
す
べ
き
年

で
あ
り
、
昨
年
中
央

教
育
審
額
会
の
答
申

も
あ
り
、
今
日
の
社

会
経
済
の
急
激
は
発

展
や
科
学
技
術
の
め

ざ
ま
し
い
進
歩
に
対

応
し
、
将
来
の
豊
か

な
社
会
の
建
設
を
目

指
為
に
、
そ
の
横
瀬

と
な
る
教
育
の
刷
新

充
実
を
図
る
こ
と
は

蝦
も
緊
急
は
こ
と
で

ある。学
校
教
育
に
お
い

て
は
、
昨
年
小
学
校

本
年
は
中
学
校
の
指

導
要
領
が
改
訂
さ
れ

て
完
全
実
施
の
年
で

あ
り
、
こ
の
実
施
に

あ
た
っ
て
、
よ
り
よ

い
研
究
を
進
め
、
望

ま
し
い
人
間
形
成
の

上
か
ら
調
和
と
続
一

あ
る
教
育
を
推
進

し
、
能
力
、
適
性
等

に
応
ず
る
指
導
の
徹
底
を
図
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
社
会
教
育
に
お
い
て
も
、
昨

年
「
急
激
は
社
会
椎
遇
の
変
化
に
対
処

す
る
社
会
教
育
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て

社
会
教
育
審
議
会
は
答
巾
し
て
お
り
、

社
会
教
育
推
進
の
基
本
方
針
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
激
変
す
る
国
の
内
外
の

博
勉
を
考
え
る
時
、
当
教
育
委
員
会
は

本
町
の
綜
会
計
面
の
も
と
に
、
学
校
教

育
、
社
会
教
育
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を

明
ら
か
に
し
、
そ
の
有
機
的
協
力
の
も

と
に
教
育
の
諸
条
件
を
整
備
し
、
本
町

の
長
期
的
教
育
文
化
の
振
興
計
画
の
実

現
に
努
め
る
。

幸
に
し
て
、
社
会
教
育
担
当
者
の
定

員
増
が
あ
り
、
豊
か
な
住
み
よ
い
町
づ

く
り
を
推
進
す
る
為
、
幡
操
盟
か
な
身

心
と
も
に
健
全
は
宵
少
年
の
育
成
と
郷

土
を
愛
し
、
堂
か
な
心
を
持
つ
有
為
な

社
会
人
の
形
成
を
め
ざ
し
、
教
育
文
化

の
振
興
を
は
か
り
、
町
民
の
期
待
に
こ

た
え
る
よ
う
般
輩
の
努
力
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
為
に
は
、
各
教
育
関
係
者
と

緊
密
な
連
携
を
と
り
、
協
力
し
て
教
育

を
推
進
し
、
町
民
の
理
解
と
協
力
の
も

と
堅
実
な
教
育
効
果
の
向
上
を
期
し
、

教
育
町
遠
賀
の
推
進
に
つ
と
め
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
と
決
葱
に
も
と
づ

い
て
昭
和
四
十
七
年
度
の
教
育
施
策
を

次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。

2－3－

※

学

校

教

育

職
員
と
し
て
の
職
務
規
律
の
確
立

O
 
i
教
育
公
務
員
と
し
て
の
使
命
の

自
覚
と
教
育
櫛
神
の
甫
揚
に
っ
と

め
る

㈲
∴
賢
任
体
制
を
明
解
に
し
て
服
務

規
律
と
職
場
秩
序
の
確
立
を
図
る

㈲
　
校
務
連
常
の
効
率
的
推
進
を
図

る教
育
内
容
の
充
実
と
基
礎
学
力
の

向
上
を
図
る

㈲
　
新
指
導
要
領
に
塞
く
学
習
指
導

の
徹
底
を
図
る

㈲
　
学
校
現
場
に
お
け
る
研
修
の
推

進
と
指
導
力
の
向
上
を
図
る

㈲
∴
能
率
的
な
学
習
指
導
を
強
化
す

る
㈲
∴
教
育
内
容
の
梯
適
と
近
代
化
に

よ
る
学
習
指
導
の
改
善
を
図
る

㈹
　
個
に
徹
す
る
教
育
を
推
進
す
る

教
職
員
の
研
修

用
　
研
究
会
、
詣
習
会
へ
計
画
的
に

参
加
さ
せ
、
憑
慾
的
に
研
修
さ
せ

る
㈲
　
小
中
一
貫
性
の
あ
る
効
果
的
研

究
研
修
を
推
進
す
る

㈲
　
教
職
員
の
個
人
ま
た
は
グ
ル
ー

プ
教
育
研
兜
を
助
成
す
る

の
　
学
校
の
研
究
テ
ー
マ
に
よ
る
研

究
を
助
成
し
、
全
職
員
の
カ
を
結

集
す
る
と
と
も
に
特
色
あ
る
学
校

経
営
の
推
進
を
図
る

㈲
　
同
和
教
育
に
つ
い
て
研
究
を
深

め
ろ

4
・
安
全
教
育
と
保
健
教
育
の
推
進
を

図
る

0
0
∴
学
耗
体
育
の
振
興
を
は
か
り
、

体
育
施
滋
、
投
偶
の
整
備
を
促
進

す
る
…
連
中
離
堂
の
体
育
施
殺
、

浅
木
小
プ
ー
ル
の
建
設
等

㈲
∴
学
習
用
机
を
整
備
す
る

㈲
　
教
室
の
超
燈
設
備
を
促
進
す
る

㈲
∴
運
動
場
の
整
備
を
図
り
、
体
力

の
向
上
と
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に

つ
と
め
る

※

社

会

教

育

社
会
教
育
の
振
興
は
、
本
町
の
重
点

施
策
の
一
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ

れ
が
果
す
べ
き
役
榊
と
黄
務
を
白
餅

し
、
地
域
蓮
粥
感
、
人
間
疎
外
感
の
欠

如
な
ど
、
社
数
審
答
申
に
も
ら
れ
た
生

涯
教
育
を
悲
盤
と
し
て
新
し
い
コ
ミ
ュ

ニ
ィ
テ
ィ
活
動
の
推
進
と
そ
の
実
践
を

畑
す
る
。

「
∴
公
民
館
の
運
営
活
動
を
強
化
す
る

地
域
住
民
に
よ
る
公
民
館
活
動
の

充
実
を
図
る
為
、
そ
の
運
営
方
法
の

研
究
を
進
め
ろ

2
．
　
指
導
者
の
研
修
に
努
め
る

公
民
館
役
職
貝
、
社
会
教
育
関
係

団
体
役
員
等
の
研
修
に
努
め
、
指
導

性
の
確
立
を
図
る

3
．
社
会
教
育
の
内
容
の
充
実
を
図
る

用
　
各
種
学
級
（
婦
人
学
級
、
家
庭

教
育
学
級
、
老
人
学
級
、
両
親
学

級
、
母
親
学
級
等
）
の
学
習
を
通

し
、
自
発
的
、
自
主
的
な
集
団
と

し
、
し
か
も
共
同
学
習
、
問
題
学

習
な
ど
を
取
り
入
れ
る
な
ど
学
習

方
法
の
刷
新
充
実
を
図
る

㈲
　
学
習
内
容
の
近
代
化
を
進
め
、

視
聴
館
教
材
利
用
の
効
果
を
図
る

㈲
　
行
謡
の
亜
点
化
な
ら
び
に
教
育

的
深
化
に
努
め
る

青
少
年
の
健
全
育
成
に
努
め
る

膏
少
年
問
題
協
鶏
会
と
の
連
携
を

密
に
し
て
青
少
年
舗
導
貝
の
活
動
を

強
化
す
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
会
の

育
成
に
努
め
る

社
会
体
育
の
推
進
を
図
る

体
育
協
会
と
の
連
携
を
と
り
、
体

育
諸
行
部
を
検
討
し
、
体
育
指
導
員

の
活
動
と
相
ま
っ
て
町
民
の
体
育
に

対
す
ろ
理
解
と
協
力
を
促
進
す
る
。

町
民
体
育
祭

町
民
球
技
大
会

少
年
球
技
大
会

ス
ポ
ー
ツ
少
帝
劇
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教

〃

親

ら　下　ら　小
Ili　林

玲
串

昭
和
四
十
六
年
度
末

教
職
員
の
人
事
異
動

田
中
　
孝
紀
∴
稿
繭
敬
啓

セ
ン
タ
ー
長
期
研
修
生
へ

町
内
三
校
の
異
動
が
次
の
よ
う
に
発

令
に
な
り
ま
し
た
。

一
老
　
水
巻
中
か

水
巻
中
か

島
門
小
学
校

転
出

教
　
　
諭
　
後
腰

〃　　中村
〃　　松丸

雛
代
　
浅
木
小
へ

逸
勢
∴
雑
鯨
小
へ

照
子
　
山
田
小
へ

遜
務
職
貝

転
入

教
∴
∴
翰

三
瓶
　
箪
夫
　
教
育
庁
遠

賀
出
張
所
主
事
へ

国
崎
∴
慎
二
　
紙
熊
小
か

ら

〃
　
　
千
々
和
和
子
　
机
小
か
ら

謡
務
職
員
　
小
野
　
新
市
∴
芦
屋
小
か

浅
木
小
学
校

転
出

教
　
　
頭
　
大
石
　
敏
夫
　
教
育
庁
遠

賀
出
張
所
教
務
課
長
へ

教
　
　
諭
　
門
司
登
美
恵
　
芦
屋
小
へ

〃
∴
∴
∴
常
山
ヨ
シ
子
　
山
田
小
へ

転
入

教
　
諭
　
後
藤
∴
餌
代
　
南
田
中
か

教
　
　
頭
　
門
司
　
檀
友
　
机
小
か
ら

遠
賀
中
学
校

転
出

教
　
諭
　
神
山
美
喜
美
　
芦
屋
中
教

頭
へ

婚
姻
届
の
即
日
励
行
を

い
た
し
ま
し
ょ
う

㊥
結
婚
の
式
だ
け
で
は
正
式
の
夫
婦
と

は
い
え
ま
せ
ん
○

い
か
に
盛
大
な
郵
燭
の
典
を
挙
げ
耶
葵

上
に
お
い
て
は
自
他
と
も
に
認
め
る
婚

姻
関
係
に
あ
っ
て
も
、
届
出
を
し
な
け

れ
ば
、
法
律
上
夫
婦
と
し
て
秘
め
ら
れ

ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
内
縁
関
係
で
す
。

夫
婦
生
活
を
営
み
な
が
ら
法
律
上
の

夫
婦
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な

不
自
然
な
状
態
が
こ
く
あ
た
り
ま
え
の

よ
う
に
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

㊥
内
縁
は
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
不
利
と

な
り
、
法
律
上
の
保
轍
を
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

①
氏
I
（
姓
名
の
姓
）
－
が
述
い
ま

す。②
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
子
は
、
非
姉

の
子
（
戸
籍
上
父
親
の
な
い
子
）
と

い
う
こ
と
で
、
認
知
手
続
（
父
親
が

自
分
の
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
届

出
る
こ
と
）
を
経
な
け
れ
ば
父
と
の

間
に
親
子
関
係
も
生
じ
ま
せ
ん
。

⑤
内
縁
の
夫
（
襲
）
が
他
の
女
（
男

）
柾
と
一
緒
に
な
っ
て
正
式
に
結
婚

す
る
と
い
う
こ
と
も
、
法
律
制
度
上

防
げ
ま
せ
ん
。

④
相
続
権
も
あ
り
ま
せ
ん
。

㊨
婚
姻
届
は
、
結
婚
式
の
日
に
い
た
し

ま
し
ょ
う
。

紙
婚
式
に
新
郎
新
柄
の
婚
姻
届
膏
に

署
名
、
押
印
と
い
う
式
順
を
入
れ
、
そ

の
日
に
届
出
を
し
、
名
実
と
も
に
実
姉

と
し
て
新
ら
し
い
出
発
を
飾
り
ま
し
ょ

、
つ
○

届
書
は
、
日
曜
日
や
祝
日
で
も
埴
山

村
は
受
付
け
ま
す
。

㊥
結
婚
記
念
日
が
名
実
と
も
に
同
じ
日

で
あ
る
よ
う
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

一
般
に
は
、
挙
式
の
日
と
届
出
の
口

が
興
る
た
め
挙
式
の
日
を
雑
婚
記
念
日

と
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
日
は
法
律

上
大
姉
に
な
ら
れ
た
日
で
は
あ
り
ま
せ

ん。
紙
婚
式
の
日
に
届
出
を
し
て
、
名
実

と
も
に
慈
義
あ
る
雑
婚
記
念
日
と
い
た

し
ま
し
ょ
え
ノ
。

㊥
手
続
き
は
、
だ
れ
で
も
簡
単
に
で
き

ます。
③
髄
膜
用
紙
は
、
同
町
村
役
場
に
傭

え
で
あ
り
ま
す
。

②
郵
送
で
も
よ
い
し
、
ま
た
他
人
に

託
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

⑧
二
人
の
証
人
が
必
要
で
す
。

④
本
籍
が
遠
賀
町
以
外
の
人
は
戸
籍

抄
本
が
必
要
で
す
。

㊧
そ
の
他
く
わ
し
い
こ
と
は
、
あ
ら
か

じ
め
役
場
戸
籍
係
に
お
零
ね
く
だ
さ

い。

こ
ど
も
を
交
通
事
故
か

ら
守
り
ま
し
ょ
う

。
新
入
学
児
試
二
人
が
即
死
．

新
学
期
が
は
じ
ま
り
ま
す
と
新
聞
に

こ
の
よ
う
な
記
事
が
多
く
な
っ
て
き
ま

す
。
「
う
ち
の
子
に
限
っ
て
・
」
な

ど
番
え
な
い
で
、
わ
が
子
を
交
通
事
故

か
ら
守
り
た
い
も
の
で
す
。

ま
た
、
原
因
別
で
は
、

○
道
路
へ
の
飛
び
出
し

○
革
の
直
前
直
後
の
横
断

○
ひ
と
り
歩
き
や
路
上
で
の
遊
び

な
ど
が
お
も
な
も
の
で
す
。
こ
う
し

た
雄
故
は
も
ち
ろ
ん
運
転
者
に
も
毒
性

が
あ
り
、
迦
転
者
に
つ
い
て
は
安
全
運

転
の
励
行
に
つ
い
て
、
注
道
を
喚
起
し

て
お
り
ま
す
が
、
運
転
者
の
な
か
に
は

「
親
が
こ
ど
も
か
ら
目
を
は
な
さ
す
に

さ
え
い
て
く
れ
た
ら
・
」
と
訴
え
る

声
が
あ
り
ま
す
。

今
ま
で
家
の
中
や
魔
で
遊
ん
で
い
た

新
入
学
（
園
）
の
こ
ど
も
き
ん
は
、
戸

外
で
の
ひ
と
り
歩
き
に
な
れ
て
お
り
ま

せん。そ
こ
で
親
が
率
先
し
て
「
正
し
い
通

行
方
法
」
な
ど
交
通
作
法
や
ル
ー
ル
を

実
践
す
る
と
と
も
に
、
こ
ど
も
さ
ん
に

も
よ
く
教
え
、
こ
ど
も
を
交
通
事
故
か

ら
守
り
ま
し
ょ
う
。

－
　
◇
　
－
　
◇
、
∴
・
1
i
l

◇
エ
ビ
も
行
動
範
囲
を
知
ろ
う

こ
ど
も
の
交
通
寧
故
は
下
校
時
や
通

路
で
遊
ん
で
い
る
噂
な
ど
親
の
目
の
と

ど
か
な
い
と
こ
ろ
で
発
生
し
て
お
り
ま

す。

自
分
の
こ
ど
も
が
ど
こ
で
ど
ん
な
遊

び
を
し
て
い
る
か
知
っ
て
お
く
こ
と

は
、
こ
と
も
を
交
通
醤
故
か
ら
守
る
た

め
に
、
大
切
な
こ
と
で
す
。

◇
通
学
通
園
路
を
し
っ
か
り
と

新
入
生
は
道
路
の
通
行
に
な
れ
て
お

り
ま
せ
ん
。
諸
下
校
に
際
し
て
は
親
が

一
緒
に
歩
い
て
み
て
生
き
た
交
通
ル
ー

ル
を
教
え
る
と
と
も
に
歩
通
や
歩
道
橋

な
ど
安
全
施
殻
の
あ
る
通
学
路
を
選
ん

で
や
り
ま
し
ょ
う
。

◇
こ
ど
も
は
直
進
型

こ
と
も
は
な
に
か
に
熱
中
す
る
と
、

ま
わ
り
の
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
せ
ん
。

急
に
通
路
に
走
り
出
し
た
り
、
中
の
前

に
飛
び
出
し
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
運
転
者
は
こ
ど
も
を
見
た
ら
赤
信

号
と
思
い
十
分
注
慈
し
て
く
だ
さ
い
。

1

◇

I

I

I

◇

　

－

四
月
六
日
か
ら
全
国
一
斉
に

○
飲
酒
連
糎
の
防
止

0
無
免
酪
運
転
の
防
止

○
速
度
違
反
の
防
止

○
追
越
し
違
反
の
防
止

○
駐
車
違
反
の
防
止

を
韮
点
と
し
て
、
春
の
交
通
安
全
巡

動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

運
転
者
も
歩
行
者
も
交
通
ル
ー
ル
を

よ
く
守
り
、
交
通
郵
政
防
止
に
つ
と
め

ま
し
ょ
う
e

塩
輔
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遠
賀
町
の
町
竜
決
る

若
松
区
の
入
江
氏
入
選

遠
賀
町
で
は
新
庁
舎
建
設
を
記
念
し

て
、
町
章
を
募
集
し
て
い
ま
し
た
が
、

去
る
三
月
十
六
日
最
終
審
査
の
結
果
、

北
九
州
市
若
松
区
赤
崎
町
、
入
江
通
関

さ
ん
の
図
案
が
一
位
入
選
と
決
り
、
町

議
会
の
協
議
会
に
は
か
り
、
四
月
一
日

告
示
を
行
な
い
正
式
に
遠
賀
町
軍
に
決

定
し
ま
し
た
。

町
輩
の
応
募
者
は
町
内
は
勿
論
、
北

九
州
市
、
遠
く
は
東
京
都
か
ら
も
応
募

が
あ
り
、
応
募
数
五
十
三
点
の
う
ち
か

ら
、
第
一
次
、
第
二
次
審
査
を
町
内
各

種
団
体
代
表
者
に
よ
り
行
な
い
、
最
終

審
査
で
は
、
町
執
行
部
、
報
道
関
係
者

画
家
、
町
内
小
、
中
学
校
美
術
担
当
教

師
に
よ
り
慎
重
審
査
し
、
入
選
一
点
、

佳
作
三
点
を
厳
選
し
ま
し
た
。

入
選
作
は
避
賀
町
の
「
オ
」
る
図
案

化
し
た
も
の
で
、
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に

交
る
さ
ま
は
、
町
民
が
カ
ッ
チ
リ
と
ス

訴
ク
ラ
ム
を
組
み
遠
賀
平
野
に
ド
ッ
シ
リ

と
根
を
お
ろ
し
た
遇
ま
し
い
生
活
力
を

表
し
、
末
広
が
り
は
町
勢
の
限
り
な
い

発
展
を
表
現
し
て
お
り
、
更
に
分
解
す

れ
ば
遠
賀
川
の
用
と
国
道
3
号
線
、
遠

賀
バ
イ
パ
ス
の
道
路
表
現
と
も
と
れ
、

又
中
央
の
支
え
は
将
来
の
町
の
遜
責
を

構
う
若
者
の
姿
で
あ
る
」
な
ど
と
各
審

査
員
は
評
し
て
お
り
、
シ
ン
ボ
ル
マ
ー

ク
に
相
応
し
い
と
万
場
一
致
で
入
選
に

決
定
し
ま
し
た
。

な
お
佳
作
は
次
の
と
お
り
で
す
。

東
京
都
青
梅
市
　
　
　
宇
津
木
澄
子

遠
賀
町
島
津
　
　
　
　
山
木
　
　
豊

八
幡
区
折
尾
　
　
　
　
石
部
　
　
忠

…
国
民
年
金
保
険
料
納
入

－
免
除
申
請
に
つ
い
て

国
民
年
金
に
加
入
し
ま
す
と
、
現
在

毎
月
四
五
〇
円
（
今
年
七
月
か
ら
五
五

〇
円
）
の
保
険
料
を
納
め
る
よ
う
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
保
険
料
を

納
め
た
く
て
も
、
家
計
が
苦
し
く
て
納

め
ら
れ
な
い
と
か
、
失
業
や
災
害
な
ど

で
納
め
ろ
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、
そ

の
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

免
除
に
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い

る
条
件
に
あ
て
は
ま
れ
ば
届
出
を
す
る

だ
け
で
免
除
す
る
場
合
（
法
定
免
除
）

と
、
納
め
ら
れ
な
い
疎
階
を
書
い
た
申

請
荘
を
だ
し
て
県
知
疎
の
承
認
に
よ
っ

て
兜
除
す
る
場
合
（
出
前
免
除
）
の
二

通
り
が
あ
り
ま
す
。

法
定
免
除

一
、
国
民
年
金
の
陣
営
毎
会
、
陣
営
福

祉
年
金
、
母
子
福
祉
年
金
の
受
給
編

者
二
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
、

ら
い
予
防
法
の
援
助
を
受
け
る
と
き

申
請
免
除

一
、
所
得
が
な
い
と
き
。

∵
、
生
活
扶
助
以
外
の
扶
助
を
う
け
て

い
る
と
き
。

三
、
所
得
が
少
く
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
著
し
く
咽
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
。

た
だ
し
砦
年
任
慈
加
入
者
と
五
年
笹

金
加
入
者
は
免
除
さ
れ
ま
せ
ん
。

⑲
保
険
料
免
除
期
間

一
、
法
定
免
除

允
除
該
当
日
の
属
す
る
月
別
の
裁
郊

月
か
ら
、
該
当
し
な
く
な
る
日
の
属

す
る
日
ま
で
。
（
す
で
に
納
付
さ
れ

て
い
る
期
間
は
除
く
）

二
、
申
請
免
除

申
請
日
の
屈
す
る
月
謝
の
韮
準
月
か

ら
年
度
末
ま
で
の
期
間
で
認
め
ら
れ

た
期
間
。

㊥
申
請
免
除
の
場
合
の
保
険
料
免
除
基

準
「
被
保
険
者
又
は
配
偶
者
、
若
し
く

は
世
帯
主
の
前
年
分
の
所
得
に
つ
き

所
得
説
頴
が
あ
る
と
き
は
免
除
さ
れ

ない。

二
、
被
保
険
者
、
そ
の
配
偶
者
及
び
肥

満
主
の
い
ず
れ
に
も
前
年
分
の
所
得

に
対
し
て
証
町
村
民
税
が
賦
課
き
れ

て
い
な
い
と
き
は
免
除
さ
れ
る
。

三
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
堂
涌
種
皮
そ
の
他
の
郎
僻
を
考

慮
し
て
、
特
例
的
に
認
定
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

①
申
請
時
の
所
得
状
況
が
的
年
度
と

薯
し
く
異
な
る
と
き
。

②
火
災
、
風
水
害
そ
の
他
の
疎
放
で

住
宅
又
は
家
財
に
損
害
を
う
け
た

と
き
。

⑧
の
他
特
別
な
印
席
が
あ
る
と
き
。

⑲
保
険
料
の
追
納

保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
人
が
、
そ
の

後
に
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
は
、
免
除
さ
れ

た
期
間
分
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
（
一
〇
年

以
四
の
分
に
つ
い
て
）
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
れ
は
余
裕
が
で
き
た
と

き
に
追
納
し
て
、
有
利
な
年
金
給
付
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
も
の
で

す。㊥
保
険
料
免
除
申
請
書
提
出
期
限

一
、
期
限
四
月
三
〇
日
ま
で

一
、
提
出
先
役
場
厚
生
課
福
祉
係
ま
で

印
鑑
持
参
の
こ
と
。

小
）
・
勧
韻
㍗
－

Ⅵ翻．－

福
岡
県
警
察
官
採
用
試
験

○
採
用
予
定
人
員

約
一
二
〇
名
（
大
軍
者
を
含
む
）

○
受
験
資
格

昭
和
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和
二

十
九
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

男
子

○
試
験
期
日
、
試
験
地

第
一
次
試
験
　
五
月
十
四
日
（
日
）

福
岡
同
、
北
九
州
向
、
飯
塚
市
、
久

留
米
砧

第
二
次
試
験
　
六
月
初
旬

福
岡
市

○
受
付
期
蘭
　
四
月
七
日
（
金
）
－
五

月
六
日
　
（
土
）
　
（
郵
送
に
よ
る
申
込

み
は
五
月
四
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る

も
の
に
限
り
有
効
）

○
受
験
申
込
用
紙
の
蒲
求
先

・
福
岡
巾
中
央
区
天
神
一
丁
日
一
番

一
‥
リ
（
〒
八
一
〇
）

細
岡
根
笠
察
本
部
警
務
課
試
験
係

T
E
L
　
〇
九
二
　
（
福
岡
）

ヒ
四
－
三
一
三
一

内
線
　
二
二
三
三

・
福
岡
県
下
の
各
警
察
署

○
受
験
申
込
先

細
岡
市
中
央
区
天
神
一
丁
日
一
番
一

号
（
〒
八
一
〇
）

祇
岡
燥
鰭
薬
本
部
螢
務
課
試
験
係

○
採
用
　
昭
和
四
十
七
年
七
月
以
降

○
そ
の
他

本
県
の
試
験
と
同
一
の
日
時
、
場
所

で
、
次
の
各
都
府
県
共
同
に
よ
る
採
用

試
験
も
行
な
わ
れ
る
。

東
京
都
、
神
奈
川
県
、
大
阪
府
、
兵

庫
県
、
奈
良
県
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月　日 �部落名 �場　　　所 �時　　　間 

5月2日 （火） �千代丸 別　府 �ー別府公民館 �10．00一一12．00 
若葉台 上別∴府 �静　　光　　圃 �14．30－16．30 

5月811 （月〉 �木　　守 �木守公民館 �10．00～12．00 
洩　　木 �渋木公民館 �13．00～15．00 

老　　　良 �老良公民館 �15．30－16．30 

5月9日 （火） �東町、西町 �東町公民館 �10．00～12．00 
虫　生　溝 �毛利商店前 �13．（鳩～15．（調 

今　吉　貨 �柴田征一郎氏宅 �15．30－16．30 

5月10日 （水） �厄∴∴∴鰭 �尾‾崎公民館 �10．00～12．00 
苦∴∴∴松 �若松公民館 �13．00～15．00 
島∴∴∴溝 1－＿　一　一一 �原質氏寺前 �15．30－16．30 

5月11日 （木） �鬼　　鴻 �鬼津公民館 �・10．00～12．00 
道管旧偲 広　波 松ノ本 �広　波　神　社 �13．30－15．30 

5月13日 （金） �iH〃I∴hi 新∴∴∴町 �役場公民館 �10．00～12．00 

今
月
の
税
金

資
産
税
　
第
一
期
分

動
軍
税
　
全
　
　
期

納
期
限
　
四
月
二
十
五
日

期
限
内
に
完
納
し
ま
し
ょ
う

遠
賀
町
史
遠
散
歩
の
お

知
ら
せ

に
改
正
に
な
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

郷
土
文
化
研
究
会
で
は
史
話
散
歩
を

左
記
の
通
り
催
し
ま
す
か
ら
喬
聖
者
は

多
数
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

記

一
、
と
き
　
四
月
十
六
日
（
日
）

午
前
九
時
一
二
十
分

道
管
バ
ス
停
集
合

一
、
と
こ
ろ
　
島
津
～
鬼
津
～
尾
崎

一
、
持
参
品
　
弁
当

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
遠
賀
町
郷
土
文

化
研
究
会
（
忠
生
津
吉
野
千
年

T
E
L
　
⑧
－
0
4
2
5
）
宛

お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

諸
種
明
手
数
料
改
正
…

の
お
知
ら
せ
〝

昭
和
二
十
九
年
以
来
印
鑑
・
住
民
票

・
そ
の
他
の
諸
証
明
手
数
料
（
基
本
額

）
は
四
十
円
で
し
た
が
、
去
る
四
月
一

日
か
ら
戸
籍
手
数
料
と
同
額
の
五
十
円

・
定
期
予
防
接
種（

三
種
混
合
）

次
の
と
お
り
定
期
予
防
授
産
を
実
施

し
ま
す
。

記

一
、
日
時

四
月
二
十
六
日
　
第
一
回

六
月
二
日
　
　
　
第
二
回

七
月
十
四
日
　
　
第
三
回

時
間
は
い
ず
れ
も
十
四
時
～
十
五
時

二
、
場
所
　
遠
賀
町
公
民
館

三
、
該
当
者

生
後
六
ケ
月
よ
り
二
才
未
満
の
者

で
ま
だ
一
回
も
接
頭
し
た
こ
と
の
な

い
人
お
よ
び
三
回
接
種
し
て
二
年
以

内
で
追
加
（
一
回
）
を
う
け
て
い
な

い
人

※
接
穂
し
て
は
い
け
な
い
人

熊
の
あ
る
人
、
け
い
れ
ん
を
超
し
た

こ
と
の
あ
る
人
及
び
医
師
が
不
可
と
診

断
し
た
人
。

o
碍
子
手
練
は
必
ず
持
参
く
だ
さ
い
。

・
生
ワ
ク
投
与

次
の
と
お
り
生
ワ
ク
投
与
を
実
施
し

ます。

謳

一
日
　
時
　
五
月
十
二
日

十
四
時
～
十
五
時

二
、
場
所
　
遠
賀
町
公
民
館

三
、
該
当
者
　
生
後
三
ケ
月
よ
り
ま
だ

一
回
も
投
与
を
う
け
て
い
な
い
人
及

び
一
回
投
与
を
う
け
た
人

※
投
与
を
う
け
て
は
い
け
な
い
人

下
痢
及
び
熟
の
あ
る
人

種
痘
、
麻
し
ん
生
ワ
ク
チ
ン
後
一
ケ

月
を
過
ぎ
て
い
な
い
人

◎
母
子
手
膿
を
必
ず
持
参
く
だ
さ
い
。

・
一
般
住
民

結
核
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
診

次
の
と
お
り
一
般
住
民
レ
ン
ト
ゲ
ン

検
診
を
実
施
し
ま
す
の
で
該
当
者
は
も

れ
な
く
受
検
さ
れ
ま
す
よ
う
お
知
ら
せ

の
ま
す
。

記

該
当
者
　
町
民
全
員

（
保
育
園
、
幼
稚
園
、
学
校
及
び

軍
務
所
、
会
社
で
レ
ン
ト
ゲ
ン
検

診
を
受
け
ら
れ
る
人
、
な
ら
び
に

六
才
未
満
の
幼
児
は
除
き
ま
す
）

心
配
ご
と
相
談
日
の
お

知
ら
せ

相
談
日
　
四
月
二
十
四
日

時
　
　
間
　
午
後
一
時
～
四
時

場
　
　
所
　
町
公
民
館
ホ
ー
ル

受
付
内
容
　
生
活
苦
、
仕
革
、
家
庭
、

児
童
、
教
育
、
そ
の
他
生

活
上
の
諸
問
題

香

典

返

し

お

礼

次
の
方
々
か
ら
遠
賀
町
社
会
福
祉
協

議
会
に
御
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の

で
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に

御
仏
の
御
冥
福
を
お
祈
り
し
、
龍
上
を

借
り
て
披
露
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

記

一
、
金
一
封

故
　
稲
数
一
夫
様

虫
生
津
　
伊
藤
∴
砧
恋

故
　
安
高
庸
次
郎
横

尾
　
晴
　
姿
高
し
ず
よ

散
　
村
田
道
子
横

木
　
守
　
村
田
　
収
三

故
　
江
藤
ト
ミ
子
様

島
　
津
　
江
藤
∴
∴
優

嫡


